
【福岡県からの重要なお知らせ】 

 

盛土規制法の運用開始について 

 

 福岡県では令和７年１０月１日に盛土規制法の対象となる区域を指定し、運用を

開始します。 

規制区域内で一定規模の盛土等の工事を行う場合、許可や届出が必要になります。 

 

 詳しくは、福岡県ホームページをご覧ください。 

 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/morido-unyou.html 
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